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 １. 開催日時 令和元年１１月２５日（月） 午後１時３０分から午後２時５１分 

 

 

 ２. 開催場所 美幌町議会議事堂 

 

 

 ３. 出席委員は次のとおりである。（１９人） 

    

                    １番 日 下   優 君  農地部会長   ２番 白 石   愛 君  

会長職務代理者 ３番 大 西 政 雄 君          ４番 根 塚 信 義 君    

             ６番 小 林 勝 義 君          ７番 小 泉 豊 和 君    

 振興副部会長  ８番 加 藤 安 弘 君          ９番 佃     徹 君   

            １０番 寺 本 恵 二 君         １１番 日 並 一 三 君   

             １２番 重 清 幸 良 君         １３番 木 村 勝 彦 君   

             １４番 西     学 君          １５番 日 並   洋 君   

            １６番 齋 藤 一 男 君    農地副部会長 １７番 東   砂裕理 君       

   振興部会長   １８番 千 葉 正 美 君         １９番 松 本 訓 宜 君      

   会   長   ２０番 鈴 木 幸 往 君 

     

 

 

 ４. 農業委員会事務局職員は次のとおりである。（４人） 

 

    事務局長   酒 井 祐 二 君    総務担当主査   佐々木 鑑 仁 君 

総務担当   荒 木  翔  君    臨時筆生     寺 田 裕 子 君 
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 議事日程 

 

 

                               令和元年第３２回 美幌町農業委員会総会 

                         令和元年１１月２５日 午後１時３０分開会 

 

 

 

  日 程 第 １          議事録署名委員及び総会書記の指名について 

  日 程 第 ２          諸般の報告について 

  日 程 第 ３          会期の決定について 

   日 程 第 ４                   会務報告について 

  日 程 第 ５ 報告第５３号  農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の         
要件確認結果の報告について 

日 程 第 ６  議案第１１８号    農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の      
成立状況の確認について 

日 程 第 ７ 議案第１１９号  農業経営基盤強化促進法第１８第１項の規定による      
 農用地利用集積計画（案）の決定について 

日 程 第 ８ 議案第１２０号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日 程 第 ９  議案第１２１号  現況証明願について 

 

追加日程第１ 議案第１２２号  現況証明願について 
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（ブザー） 

             

議  長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

総務担当 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 ご苦労様です。 

 

 本日の出席委員は１９名です。定足数に達しており総会は成立しておりますので只今

より令和元年第３２回美幌町農業委員会総会を開会致します。議長につきましては美幌

町農業委員会総会会議規則第１０条の規定により会長が務めることになっておりますの

で議事進行につきましては鈴木会長にお願い致します。 

 

 これより議事に入ります。 

 

 

 日程第１、「議事録署名委員及び総会書記の指名について」。議事録署名委員は総会

会議規則第２１条の規定により議長において指名致します。議事録署名委員は議席番号

１７番東委員、同じく議席番号１８番千葉委員を指名致します。なお、本日の総会書記

には事務局職員の佐々木総務担当主査と荒木総務担当を指名致します。 

 

 

 日程第２、「諸般の報告について」は事務局長より報告させます。 

 

 諸般の報告を申し上げます。本日の会議に付議されます案件はお手元に配布しておりま

す議事日程のとおり報告１件、議案４件となっております。朗読については省略させて頂

きます。なお、議席番号５番中村委員、本日欠席の旨届け出がありました。以上で諸般の

報告を終わります。 

 

日程第３、「会期の決定について」は付議、案件数から見て本日１日間と致したいと

思いますがご異議ありませんか。 

 

    （「なし」の声 ） 

  

 ご異議なしと認め、会期は本日１日間と決定致します。 

 

 

 日程第４、「会務報告について」は議案書２ページに記載のとおりであります。 

 

    （ 口頭報告なし ） 

 

 何かご質問はございませんか。 

   

    （「なし」の声 ） 

 

ないようですので、「会務報告について」は承認することに決定を致します。 

 

 

日程第５、報告第５３号「農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の要件

確認結果の報告について」を議題と致します。 

 

議案書に基づき説明。 

 

ご異議ありませんか。 

 

（ ｢なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、報告第５３号「農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法
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議  長 

 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

人の要件確認結果の報告」については承認することに決定を致します。 

 

 

日程第６、議案第１１８号「農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の成立

状況の確認について」を議題と致します。 

 内容番号２５号。 

 

内容番号２５号についてご説明致します。本件は他者に売買するため合意解約するも

のでございます。賃貸人は○○の○○さん、賃借人は○○の○○さんでございます。土

地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、賃貸期間は平成３０年１月２

５日から令和１０年１月２４日までの１０年間、合意解約年月日は令和元年１１月１５

日、土地の引き渡し年月日は令和元年１１月１５日でございます。 

以上、本件は合意解約日と土地引き渡し日が同一のため、農地法第１８条の規定に基

づき合意解約がなされておりますので賃貸借の解約が成立していると考えられます。以

上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

  

（ ｢なし」の声 ) 

 

 ご異議なしと認め、内容番号２５号は適当と認めます。 

 内容番号２６号。 

 

内容番号２６号についてご説明します。本件は法人の設立に伴い借受者の変更をする

ため合意解約するものです。賃貸人は札幌市の公益財団法人北海道農業公社、賃借人は

○○の○○さんでございます。土地の所在地は○○番○○、面積は○○㎡、賃貸期間は

平成２８年３月２９日から令和３年１月２７日までの５年間、合意解約年月日は令和元

年１１月５日、土地の引き渡し年月日は令和元年１１月５日でございます。 

以上、本件は合意解約日と土地引き渡し日が同一のため、農地法第１８条の規定に基

づき合意解約がなされておりますので賃貸借の解約が成立していると考えられます。ご

審議のほどよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

  

（ ｢なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２６号は適当と認めます。 

内容番号２７号。 

 

内容番号２７号についてご説明致します。本件は現在賃貸している土地を売買するた

め合意解約するものでございます。賃貸人は○○の○○さん、賃借人は○○の○○さん

でございます。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、賃貸期間は

平成２３年２月１日から令和３年１月３１日までの１０年間、合意解約年月日は令和元

年１１月１４日、土地の引き渡し年月日は令和元年１１月１４日でございます。 

以上、本件は合意解約日と土地引き渡し日が同一のため、農地法第１８条の規定に基

づき合意解約がなされておりますので賃貸借の解約が成立していると考えられます。以

上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

  

（ ｢なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２７号は適当と認めます。 

内容番号２８号。 
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総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 番 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

内容番号２８号についてご説明致します。本件は現在賃貸している土地を他者に賃貸

するため合意解約するものでございます。賃貸人は○○の○○、賃借人は○○の○○さ

んでございます。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、賃貸期間

は平成２９年２月１日から令和４年１月３１日までの５年間、合意解約年月日は令和元

年１０月３１日、土地の引き渡し年月日は令和元年１０月３１日でございます。 

以上、本件は合意解約日と土地引き渡し日が同一のため、農地法第１８条の規定に基

づき合意解約がなされておりますので賃貸借の解約が成立していると考えられます。以

上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

  

（ ｢なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２８号は適当と認めます。 

議案第１１８号「農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の成立状況の確認

について」は適当と認めることに致します。 

 

 

日程第７、議案第１１９号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画(案)の決定について」を議題と致します。 

 内容番号２０６号から２０７号は関連がございますので一括上程を致します。 

 

はじめに概要のご説明を致します。今月の案件は全２９件で内容につきましては売買

が８件、農業公社からの売渡が３件、農業公社からの貸付が７件、新規の貸付が２件、

再貸付９件となっております。 

内容番号２０６号から２０７号を一括してご説明致します。参考資料は３ページをご

覧願います。本件は先の議案第１１８号内容番号２５号で合意解約した案件で売買案件

でございます。所有権の移転をする者は○○の○○さんでございます。売買価格は議案

記載のとおりで、所有権の移転時期は令和元年１１月２６日、代金の支払期限は令和元

年１２月２７日、利用調整日は令和元年１１月１５日でございます。内容番号２０６号

についてご説明致します。所有権の移転を受ける者は○○の○○さんでございます。土

地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡でございます。続きまして、内

容番号２０７号についてご説明致します。所有権の移転を受ける者は○○の○○さんで

ございます。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

 内容番号２０６号と２０７号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件

は○○の○○さんから通うのが大変なため離れ地を処分したいとの申し出があり、あっ

せん調整を行った結果、○○さんと○○さんに売買することになったものです。 

○○さんは法人化し玉ねぎ・小麦を作付けし、○○さんは家族ふたりで玉ねぎを作付

けされ、それぞれ意欲的に営農されておりますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２０６号から２０７号は適当と認めます。 

内容番号２０８号から２１０号は関連がございますので一括上程を致します。 

 

内容番号２０８号から２１０号までを一括ご説明致します。本件は農業公社からの早

期買入でございます。所有権の移転をする者は札幌市の公益財団法人北海道農業公社、
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８  番 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 番 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当 

 

 

 

 

所有権の移転を受ける者は○○の○○さんでございます。売買価格は議案記載のとおり

で、所有権の移転時期は令和元年１１月２６日、代金の支払期限は令和元年１２月１３

日、利用調整日は令和元年１０月３１日でございます。 

内容番号２０８号についてご説明致します。参考資料は４ページをご覧願います。土

地の所在地は○○番○○、面積は○○㎡でございます。続いて内容番号２０９号につい

てご説明致します。参考資料は同じく４ページをご覧願います。土地の所在地は○○番

○○、面積は○○㎡でございます。続いて内容番号２１０号についてご説明致します。

参考資料は５ページをご覧願います。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合

計○○㎡でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２０８号から２１０号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案

件は○○の○○さん、○○さんが農業公社に売買した土地を○○さんが農業公社貸付事

業で賃貸していましたが今回早期買入をするものです。 

○○さんは法人化し畑作三品のほか人参、玉ねぎ作付けされ、意欲的に営農されてお

りますのでよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

 

 

   （「なし」の声 ） 

 

ご異議なしと認め、内容番号２０８号から２１０号は適当と認めます。 

内容番号２１１号。 

 

内容番号２１１号についてご説明致します。参考資料は６ページをご覧願います。本

件は売買案件でございます。所有権の移転をする者は○○の○○さん、所有権の移転を

受ける者は○○の○○さんでございます。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積

は合計○○㎡でございます。売買価格は議案記載のとおりで、所有権の移転時期は令和

元年１１月２６日、代金の支払期限は令和２年１月３１日、利用調整日は令和元年１１

月１４日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２１１号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は賃貸して

いた農地が本年１０月３１日に期間満了を迎えたことから売買することになったもので

す。 

○○さんは家族３人で小麦、玉ねぎ、人参を作付けし、意欲的に営農されております

のでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

   

   （ 「なし」の声 ） 

 

ご異議なしと認め、内容番号２１１号は適当と認めます。 

内容番号２１２号。 

 

内容番号２１２号についてご説明致します。参考資料は７ページをご覧願います。本

件も売買案件でございます。所有権の移転をする者は○○の○○さん、所有権の移転を

受けるものは○○の○○さんでございます。土地の所在地は○○番○○、面積は○○㎡

でございます。売買価格は議案記載のとおりで、所有権の移転時期は令和元年１１月２
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２  番 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  番 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

６日、代金の支払期限は令和元年１２月２７日、利用調整日は令和元年１１月１４日で

ございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２１２号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は○○さん

が○○さんに使用貸借している農地を売買するものです。 

○○さんは家族ふたりで小麦、玉ねぎ、人参を作付けされ、意欲的に営農されており

ますのでよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

   

   （ 「なし」の声 ） 

 

ご異議なしと認め、内容番号２１２号は適当と認めます。 

内容番号２１３号から２１５号は関連がございますので一括上程を致します。 

 

内容番号２１３号から２１５号について一括ご説明致します。本件も売買案件でござ

います。所有権の移転をする者は○○の○○さんでございます。売買価格は議案記載の

とおりで、所有権の移転時期は令和元年１１月２６日でございます。 

内容番号２１３号についてご説明致します。参考資料は８ページをご覧願います。所

有権の移転を受けるものは○○の○○さん、土地の所在地は○○番○○他計○○筆で土

地明細につきましては議案１７ページをご覧願います。面積は合計○○㎡、代金の支払

期限は令和元年１２月２７日、利用調整日は令和元年１０月１５日でございます。続き

まして内容番号２１４号についてご説明致します。参考資料は９ページをご覧願います。

所有権の移転を受けるものは○○の○○さん、土地の所在地は○○番○○他計○○筆で

土地明細につきましては議案１７ページをご覧願います。面積は合計○○㎡、代金の支

払期限は令和２年１月３１日、利用調整日は令和元年１１月１４日でございます。続き

まして内容番号２１５号についてご説明致します。参考資料は１０ページをご覧願いま

す。所有権の移転を受けるものは○○の○○さん、土地の所在地は○○番○○他計○○

筆で土地明細につきましては議案１７ページをご覧願います。面積は合計○○㎡、代金

の支払期限は令和２年１月３１日、利用調整日は令和元年１１月１４日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２１３号から２１５号につきましては只今事務局説明のとおりでございます

。この案件は○○さんから賃貸している農地を売買したいと申し出があり、あっせん調

整を行った結果、現在借りている方たちが買うことになったものです。 

○○さんは法人化し畑作三品のほか大豆を作付けし、○○さんは家族３人で畑作三品

のほか人参を作付けし、○○さんは家族４人で畑作三品のほか豆類を作付けし、それぞ

れ意欲的に営農されておりますのでよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２１３号から２１５号は適当と認めます。 

内容番号２１６号。 

 

内容番号２１６号についてご説明致します。参考資料は１１ページをご覧願います。

本件は先の議案第１１８号内容番号２７号で合意解約した案件で売買案件でございます

。所有権の移転をする者は○○の○○さん、所有権の移転を受ける者は○○の○○さん
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１９ 番 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 番 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でございます。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡で土地明細に

つきましては議案１８ページをご覧願います。売買価格は議案記載のとおりで、所有権

の移転時期は令和元年１１月２６日、代金の支払期限は令和元年１２月２７日、利用調

整日は令和元年１１月１４日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２１６号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は○○さん

から現在賃貸している農地を売買したいとの申し出があったため、あっせん調整した結

果、○○さんに売買することになったものです。 

○○さんは家族ふたりで畑作三品のほか人参、長いもを作付けし、意欲的に営農され

ておりますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２１６号は適当と認めます。 

内容番号２１７号。 

 

内容番号２１７号についてご説明致します。参考資料は１２ページをご覧願います。

本件は農業公社からの貸付案件でございます。利用権の設定をする者は札幌市の公益財

団法人北海道農業公社、利用権の設定を受ける者は○○の○○さんでございます。土地

の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、賃貸借料は議案記載のとおりで

、賃貸期間は令和元年１１月２６日から令和６年９月２０日までの５年間、利用調整日

は令和元年１１月１４日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２１７号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は本年９月

総会において○○の○○さん他が農業公社に売買した農地を○○さんが農業公社貸付事

業で５年間借りるものです。 

○○さんは家族４人で小麦、甜菜などを作付けされ、意欲的に営農されておりますの

でよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２１７号は適当と認めます。 

内容番号２１８号。 

 

内容番号２１８号についてご説明致します。参考資料は１３ページをご覧願います。

本件も農業公社からの貸付案件でございます。利用権の設定をする者は札幌市の公益財

団法人北海道農業公社、利用権の設定を受ける者は○○の○○さんでございます。土地

の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、賃貸借料は議案記載のとおりで

、賃貸期間は令和元年１１月２６日から令和１１年９月２１日までの１０年間、利用調

整日は令和元年１１月１４日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 
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９  番 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  番 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 番 

 

 

 

 

 

議  長 

 

内容番号２１８号につきましては只今事務局の説明のとおりです。この案件は本年９

月総会において○○の○○さんが農業公社に売買した農地を○○さんが農業公社貸付事

業で１０年間借りるものです。 

○○さんは家族４人で甜菜、玉ねぎを作付けされ、意欲的に営農されておりますので

よろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２１８号は適当と認めます。 

内容番号２１９号。 

 

内容番号２１９号についてご説明致します。参考資料は１４ページをご覧願います。

本件も農業公社からの貸付案件でございます。利用権の設定をする者は札幌市の公益財

団法人北海道農業公社、利用権の設定を受ける者は○○の○○さんでございます。土地

の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、賃貸借料は議案記載のとおりで

、賃貸期間は令和元年１１月２６日から令和６年９月２０日までの５年間、利用調整日

は令和元年１１月１４日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２１９号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は本年９月

総会において○○の○○さんが農業公社に売買した農地を○○さんが農業公社貸付事業

で５年間借りるものです。 

○○さんは家族４人で小麦、馬鈴薯、甜菜、人参などを作付けされ、意欲的に営農さ

れておりますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２１９号は適当と認めます。 

内容番号２２０号。 

 

内容番号２２０号についてご説明致します。参考資料は１５ページをご覧願います。

本件は農業公社からの貸付案件でございます。利用権の設定をする者は札幌市の公益財

団法人北海道農業公社、利用権の設定を受ける者は○○の○○さんでございます。土地

の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、賃貸借料は議案記載のとおりで、

賃貸期間は令和元年１１月２６日から令和６年９月２０日までの５年間、利用調整日は

令和元年１１月１４日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２２０号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は本年９月

総会において○○さんが所有する農地を農業公社に売買したもので○○さんが農業公社

貸付事業で５年間借受するものです。 

○○さんは家族ふたりで畑作三品を作付けされ、意欲的に営農されておりますのでよ

ろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 
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議  長 

 

 

総務担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  番 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  番 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

総務担当 

 

 

 

 

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２２０号は適当と認めます。 

内容番号２２１号。 

 

内容番号２２１号についてご説明致します。参考資料は１６ページをご覧願います。

本件は期間満了に伴う再貸付案件でございます。利用権の設定をする者は○○の○○さ

ん、利用権の設定を受けるものは○○の○○さんでございます。土地の所在地は○○番

○○他計○○筆で土地明細につきましては議案１８ページをご覧願います。面積は合計

○○㎡、賃貸借料は議案記載のとおりで、賃貸期間は令和元年１１月２６日から令和３

年１１月３０日までの２年間、利用調整日は令和元年１１月１４日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項 

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２２１号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は期間満了

に伴う再貸付案件で双方の意向を確認したところ、同じ条件で更新するものです。 

○○さんは家族４人で畑作三品のほか豆類を作付けし、意欲的に営農されております

のでよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２２１号は適当と認めます。 

内容番号２２２号。 

 

内容番号２２２号についてご説明致します。参考資料は１７ページをご覧願います。

本件は農業公社からの貸付案件でございます。利用権の設定をする者は札幌市の公益財

団法人北海道農業公社、利用権の設定を受ける者は○○の○○さんでございます。土地

の所在地は○○番○○、面積は○○㎡、賃貸借料は議案記載のとおりで、賃貸期間は令

和元年１１月２６日から令和６年９月２０日までの５年間、利用調整日は令和元年１１

月２日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２２２号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は本年９月

総会において○○さんが所有する農地を農業公社に売買したものです。○○さんが農業

公社貸付事業で５年間借受するものです。 

○○さんは家族４人で畑作三品のほか豆類を作付けし、意欲的に営農されております

のでよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２２２号は適当と認めます。 

内容番号２２３号。 

 

内容番号２２３号についてご説明致します。参考資料は１８ページをご覧願います。

本件も農業公社からの貸付案件でございます。利用権の設定をする者は札幌市の公益財

団法人北海道農業公社、利用権の設定を受ける者は○○の○○さんでございます。土地

の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、賃貸借料は議案記載のとおりで、
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議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 番 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

総務担当 

 

 

 
 

 

 

 

 

賃貸期間は令和元年１１月２６日から令和６年９月２０日までの５年間、利用調整日は

令和元年１１月１４日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２２３号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は本年９月

総会において○○さんが所有する農地を農業公社に売買したもので、○○さんが農業公

社貸付事業で５年間借受するものです。 

○○さんは畑作三品のほか野菜類を作付けされ、意欲的に営農しておりますのでよろ

しくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２２３号は適当と認めます。 

内容番号２２４号。 

 

内容番号２２４号についてご説明致します。参考資料は１９ページをご覧願います。

本件は先の議案１１８号内容番号２６号で合意解約した案件で法人の設立に伴う借受人

の変更でございます。利用権の設定をする者は札幌市の公益財団法人北海道農業公社、

利用権の設定を受けるものは○○の○○さんでございます。土地の所在地は○○番○○、

面積は○○㎡、賃貸借料は議案記載のとおりで、賃貸期間は令和元年１１月２６日から

令和３年１月２７日の２年間、利用調整日は令和元年１１月８日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２２４号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は○○さん

が法人を設立し、本年１０月１１日に認定農業者となったことから農業公社から借受し

ている借受人を○○さん個人から法人に変更するものです。 

○○さんは法人化し小麦、玉ねぎ、人参を作付けし、意欲的に営農されておりますの

でよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２２４号は適当と認めます。 

内容番号２２５号から２３１号は関連がございますので一括上程を致します。なお、

内容番号２２９号につきましては○○委員が当事者となっておりますので農業委員会等

に関する法律第３１条第１項の規定に基づき「議事参与の制限」により、○○委員には

当該事案の開始から終了まで退席をお願い致します。 

 

   （ ○○委員 退席 ） 

 

内容番号２２５号から２３１号について一括ご説明致します。本件は期間満了に伴う

再貸付案件です。利用権の設定をする者は○○の○○さん、賃貸借料は議案記載のとお

りで、賃貸期間は令和元年１２月１日から令和６年１１月３０日までの５年間、利用調

整日は令和元年１１月１８日でございます。 

内容番号２２５号についてご説明致します。参考資料は２０ページをご覧願います。

利用権の設定を受けるものは○○の○○さん、土地の所在地は○○番○○他計○○筆、

面積は合計○○㎡でございます。内容番号２２６号についてご説明致します。参考資料
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１７ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議  長 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  番 

 

 
 

 

 

は２１ページをご覧願います。利用権の設定を受けるものは○○の○○さん、土地の所

在地は○○番○○、面積は○○㎡でございます。内容番号２２７号についてご説明致し

ます。参考資料は２２ページをご覧願います。利用権の設定を受けるものは○○の○○

さん、土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡でございます。内容番

号２２８号についてご説明致します。参考資料は２２ページをご覧願います。利用権の

設定を受けるものは○○の○○さん、土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合

計○○㎡でございます。内容番号２２９号についてご説明致します。参考資料は２０ペ

ージをご覧願います。利用権の設定を受けるものは○○の○○さん、土地の所在地は○

○番○○他計○○筆で土地明細につきましては議案１８ページをご覧願います。面積は

合計○○㎡でございます。内容番号２３０号についてご説明致します。参考資料は２０

ページをご覧願います。利用権の設定を受けるものは○○の○○さん、土地の所在地は

○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡でございます。内容番号２３１号についてご

説明致します。参考資料は２２ページをご覧願います。利用権の設定を受けるものは○

○の○○さん、土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２２５号から２３１号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案

件は期間満了に伴う再貸付案件で双方の意向を確認したところ、前回と同じ条件で更新

するものです。 

○○さんは家族ふたりで畑作三品と玉ねぎを。○○さんは家族３人で畑作三品と長い

もを。○○さんは法人化し畑作三品、玉ねぎ、野菜類を。○○さんは家族３人で畑作三

品と菜豆を。○○さんは家族３人で畑作三品を。○○さんは家族ふたりで畑作三品と人

参を。○○さんは家族ふたりで畑作三品のほか大豆、人参をそれぞれ作付けされ、みな

さん意欲的に営農されておりますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２２５号から２３１号は適当と認めます。 

 

 

   （ ○○委員 入席 ） 

 

内容番号２３２号。 

 

内容番号２３２号についてご説明致します。参考資料は２３ページをご覧願います。

本件は先の議案第１１８号内容番号２８号で合意解約した案件で新規の賃貸借案件でご

ざいます。利用権の設定をする者は○○の○○さん、利用権の設定を受ける者は○○の

○○さんでございます。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、賃

貸借料は議案記載のとおりで、賃貸期間は令和元年１１月２６日から令和６年１１月３

０日までの５年間、利用調整日は令和元年１１月１４日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２３２号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件はこれまで

○○の○○さんが借りておりましたが体調不良で耕作できなくなったため、あっせん調

整の結果、○○さんが借りることになったものです。 

○○さんは家族ふたりで畑作三品とかぼちゃを作付けし、意欲的に営農されています

のでよろしくお願いします。 
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議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  番 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  番 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２３２号は適当と認めます。 

内容番号２３３号。 

 

内容番号２３３号についてご説明致します。参考資料は２４ページをご覧願います。

本件も新規の賃貸借案件でございます。利用権の設定をする者は○○の○○さん、利用

権の設定を受ける者は○○の○○さんでございます。土地の所在地は○○番○○、面積

は○○㎡、賃貸借料は議案記載のとおりで、賃貸期間は令和元年１１月２６日から令和

１１年１１月３０日までの１０年間、利用調整日は令和元年１１月１４日でございます

。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２３３号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件もこれまで

○○の○○さんが借りておりましたが体調不良で耕作できなくなったため、あっせん調

整の結果、○○さんが借りることになったものです。 

○○さんは家族５人で酪農を営むほか小麦、甜菜を作付けし、意欲的に営農されてお

りますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２３３号は適当と認めます。 

内容番号２３４号。 

 

内容番号２３４号についてご説明致します。参考資料は２５ページをご覧願います。

本件は貸付期間満了に伴う再貸付案件でございます。利用権の設定をする者は○○の○

○さん、利用権の設定を受ける者は○○の○○さんでございます。土地の所在地は○○

番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、賃貸借料は議案記載のとおりで、賃貸期間は令

和元年１２月１日から令和６年１１月３０日までの５年間、利用調整日は令和元年１１

月１２日でございます。 

以上の計画の内容は経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。その他の内容につきましては担当委員さんよりお

願い致します。 

 

内容番号２３４号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は期間満了

に伴う再貸付案件で双方の意向を確認したところ、前回と同じ条件で更新するものです

。 

○○さんは家族４人で畑作三品のほか玉ねぎ、人参を作付けされ、意欲的に営農され

ていますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

  

(「なし」の声 ) 

 

ご異議なしと認め、内容番号２３４号は適当と認めます。 

議案第１１９号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画(案)の決定について」は申請どおり適当と認めることに決定を致します。 
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議  長 

 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 番 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 番 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

  

日程第８、議案第１２０号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題と

致します。 

 内容番号１０９号。 

 

内容番号１０９号についてご説明致します。参考資料は２８ページをご覧願います。

本件は経営移譲の案件でございます。貸付人は○○の○○さん、借受人は○○の○○さ

んでございます。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡で土地明細

につきましては議案２３ページをご覧願います。申請理由は使用貸借、貸借期間は許可

日から１０年間、権利の種別は使用貸借権でございます。 

以上、本件は取得後の全ての農地を利用すること、機械・労働力・技術・地域との関

係も問題がなく農業委員会の定める下限面積も超えております。参考資料２９ページの

調査表にあるとおり、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件の全てを満た

しており問題ないと考えます。その他の内容につきましては確認委員さんよりお願い致

します。 

 

内容番号１０９号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は○○さん

が息子の○○さんに経営移譲するものです。○○さんは家族３人で小麦、玉ねぎを作付

けされ、意欲的に営農されておりますのでよろしくお願い致します。 

なお、農地法第３条の許可要件であります法第３条第２項各号要件に該当しないこと

を１１月１２日、根塚委員と確認しておりますのでよろしくお願い致します。 

 

 ご異議ありませんか。 

 

(「なし」の声 ) 

 

 ご異議なしと認め、内容番号１０９号は適当と認めます。 

 内容番号１１０号。 

 

内容番号１１０号についてご説明致します。参考資料は３０ページをご覧願います。

本件は賃貸借案件でございます。貸付人は○○の○○さん、借受人は○○の○○さんで

ございます。土地の所在地は○○番○○内、面積は○○㎡、申請理由は賃貸借、賃借期

間は許可日から１０年間、賃貸借料は議案記載のとおりで、権利の種別は賃貸借権でご

ざいます。 

以上、本件は取得後の全ての農地を利用すること、機械・労働力・技術・地域との関

係も問題がなく農業委員会の定める下限面積も超えております。参考資料３１ページの

調査表にあるとおり、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件の全てを満た

しており問題ないと考えます。その他の内容につきましては確認委員さんよりお願い致

します。 

 

内容番号１１０号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は○○さん

が現在、内地番で借りておりますが○○さんの要望により借受地を増やすものです。○

○さんは法人化し玉ねぎを作付けされ、意欲的に営農されておりますのでよろしくお願

い致します。 

なお、農地法第３条の許可要件であります法第３条第２項各号要件に該当しないこと

を１１月１２日、根塚委員と確認しておりますのでよろしくお願い致します。 

 

 ご異議ありませんか。 

 

(「なし」の声 ) 

 

 ご異議なしと認め、内容番号１１０号は適当と認めます。 

 内容番号１１１号。 
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議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  番 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

 

内容番号１１１号についてご説明致します。参考資料は３２ページをご覧願います。

本件は経営移譲の案件でございます。貸付人は○○の○○さん、借受人は○○の○○さ

んでございます。土地の所在地は○○番○○内他計○○筆、面積は合計○○㎡で土地明

細につきましては議案２３ページをご覧願います。申請理由は使用貸借、貸借期間は許

可日から１０年間、権利の種別は使用貸借権でございます。 

以上、本件は取得後の全ての農地を利用すること、機械・労働力・技術・地域との関

係も問題がなく農業委員会の定める下限面積も超えております。参考資料３３ページの

調査表にあるとおり、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件の全てを満た

しており問題ないと考えます。その他の内容につきましては確認委員さんよりお願い致

します。 

 

内容番号１１１号につきましては只今事務局の説明のとおりです。この案件は○○さ

んが経営移譲するために息子の○○さんに使用貸借するものです。○○さんは家族４人

で玉ねぎ、小麦、甜菜を作付けされ、意欲的に営農されておりますのでよろしくお願い

します。 

なお、農地法第３条の許可要件であります法第３条第２項各号要件に該当しないこと

を１１月５日、齋藤委員と確認しておりますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

 

(「なし」の声 ) 

 

 ご異議なしと認め、内容番号１１１号は適当と認めます。 

 内容番号１１２号。 

 

内容番号１１２号についてご説明致します。参考資料は３４ページをご覧願います。

本件は使用貸借案件でございます。貸付人は○○の○○さん、借受人は○○の○○さん

でございます。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡、申請理由は

使用貸借、貸借期間は許可日から１０年間、権利の種別は使用貸借権でございます。 

以上、本件は取得後の全ての農地を利用すること、機械・労働力・技術・地域との関

係も問題がなく農業委員会の定める下限面積も超えております。参考資料３５ページの

調査表にあるとおり、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件の全てを満た

しており問題ないと考えます。その他の内容につきましては確認委員さんよりお願い致

します。 

 

内容番号１１２号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は９月総会

におきまして○○さんと交換したこの土地の所有権移転登記が完了したことから、息子

さんの○○さんに使用貸借するものです。○○さんは家族４人で小麦、馬鈴薯、甜菜を

作付けされ、意欲的に営農されておりますのでよろしくお願いします。 

なお、農地法第３条の許可要件であります法第３条第２項各号要件に該当しないこと

を１１月１１日、中村委員と確認しておりますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

 

(「なし」の声 ) 

 

 ご異議なしと認め、内容番号１１２号は適当と認めます。 

 内容番号１１３号。 

 

内容番号１１３号についてご説明致します。参考資料は３４ページをご覧願います。

本件も使用貸借案件でございます。貸付人は○○の○○さん、借受人は○○の○○さん

でございます。土地の所在地は○○番○○、面積は○○㎡、申請理由は使用貸借、貸借

期間は許可日から１０年間、権利の種別は使用貸借権でございます。 

以上、本件は取得後の全ての農地を利用すること、機械・労働力・技術・地域との関
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係も問題がなく農業委員会の定める下限面積も超えております。参考資料３６ページの

調査表にあるとおり、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件の全てを満た

しており問題ないと考えます。その他の内容につきましては確認委員さんよりお願い致

します。 

 

内容番号１１３号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件も先の内容

番号１１２号と同じく、９月総会におきまして○○さんと交換したこの土地の所有権移

転登記が完了したことから、息子さんの○○さんに使用貸借するものです。○○さんは

家族４人で玉ねぎ、小麦、甜菜などを作付けされ、意欲的に営農されておりますのでよ

ろしくお願いします。 

なお、農地法第３条の許可要件であります法第３条第２項各号要件に該当しないこと

を１１月１１日、中村委員と確認しておりますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

 

(「なし」の声 ) 

 

 ご異議なしと認め、内容番号１１３号は適当と認めます。 

 内容番号１１４号。 

 

内容番号１１４号についてご説明致します。参考資料は３７ページをご覧願います。

本件は経営移譲案件でございます。貸付人は○○の○○さん、借受人は○○の○○さん

でございます。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡で土地明細に

つきましては議案２３ページと２４ページをご覧願います。申請理由は使用貸借、貸借

期間は許可日から１０年間、権利の種別は使用貸借権でございます。 

以上、本件は取得後の全ての農地を利用すること、機械・労働力・技術・地域との関

係も問題がなく農業委員会の定める下限面積も超えております。参考資料３８ページの

調査表にあるとおり、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件の全てを満た

しており問題ないと考えます。その他の内容につきましては確認委員さんよりお願い致

します。 

 

内容番号１１４号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は○○さん

が経営移譲するため息子の○○さんに使用貸借するものです。○○さんは家族３人で大

豆、小豆、小麦を作付けされ、意欲的に営農しておりますのでよろしくお願いします。 

なお、農地法第３条の許可要件であります法第３条第２項各号要件に該当しないこと

を１１月１３日、日並洋委員と確認しておりますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

 

(「なし」の声 ) 

 

 ご異議なしと認め、内容番号１１４号は適当と認めます。 

 内容番号１１５号。 

 

内容番号１１５号についてご説明致します。参考資料は３９ページをご覧願います。

本件は売買案件でございます。譲渡人は○○の○○さん、譲受人は○○の○○さんでご

ざいます。土地の所在地は○○番○○他計○○筆、面積は○○㎡、申請理由は売買、売

買価格は議案記載のとおりで、権利の種別は所有権でございます。 

以上、本件は取得後の全ての農地を利用すること、機械・労働力・技術・地域との関

係も問題がなく農業委員会の定める下限面積も超えております。参考資料４０ページの

調査表にあるとおり、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件の全てを満た

しており問題ないと考えます。その他の内容につきましては確認委員さんよりお願い致

します。 
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１  番 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 番 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

内容番号１１５号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件は○○さん

の農地に隣接する○○さんの所有の農地を今回売買するものです。○○さんは家族４人

で畑作三品と人参を作付けされ、意欲的に営農されておりますのでよろしくお願いしま

す。 

なお、農地法第３条の許可要件であります法第３条第２項各号要件に該当しないこと

を１１月１５日、東委員と確認しておりますのでよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

 

(「なし」の声 ) 

 

 ご異議なしと認め、内容番号１１５号は適当と認めます。 

 内容番号１１６号から１１７号は関連がございますので一括上程を致します。 

 

内容番号１１６号から１１７号について一括ご説明致します。参考資料は４１ページ

をご覧願います。本件は使用貸借案件でございます。借受人は○○の○○さんでござい

ます。申請理由は使用貸借、貸借期間は許可日から１０年間、権利の種別は使用貸借権

でございます。 

内容番号１１６号をご説明致します。貸付人は○○の○○さん、土地の所在地は○○

番○○他計○○筆、面積は合計○○㎡で土地明細につきましては議案２４ページをご覧

願います。議案２２ページをお開き下さい。続きまして内容番号１１７号をご説明致し

ます。貸付人は○○の○○さん、土地の所在地は○○番○○、面積は○○㎡でございま

す。 

以上、本件は取得後の全ての農地を利用すること、機械・労働力・技術・地域との関

係も問題がなく農業委員会の定める下限面積も超えております。参考資料４２ページ並

びに４３ページの調査表にあるとおり、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可

要件の全てを満たしており問題ないと考えます。その他の内容につきましては確認委員

さんよりお願い致します。 

 

内容番号１１６号と１１７号につきましては只今事務局説明のとおりです。この案件

は○○さんが経営移譲するため息子の○○さんに使用貸借するもので祖母の○○さんの

農地１筆もあわせて使用貸借するものです。○○さんは家族４人で畑作三品を作付けさ

れ、意欲的に営農されておりますのでよろしくお願い致します。 

なお、農地法第３条の許可要件であります法第３条第２項各号要件に該当しないこと

を１１月１８日、日下委員と確認しておりますのでよろしくお願い致します。 

 

ご異議ありませんか。 

 

(「なし」の声 ) 

 

 ご異議なしと認め、内容番号１１６号から１１７号は適当と認めます。 

 議案第１２０号「農地法第３条の規定による許可申請について」は申請どおり適当と

認めることに決定を致します。 

  

  

日程第９、議案第１２１号「現況証明願について」を議題とします。 

 内容番号４０号。 

 

内容番号４０号についてご説明致します。参考資料は４５ページをご覧願います。願出

人及び所有者は○○の○○さん、土地の所在地は○○番○○、面積は○○㎡、願出理由は

土地地目変更登記のためで土地の利用状況につきましては確認委員さんよりお願い致しま

す。 
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１６ 番 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

１１ 番 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

１１ 番 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

内容番号４０号につきましては只今事務局説明のとおりです。この土地は山から流れ出

る水のため、いつも湿気っていることから耕作に不適当で長年耕作されておらず雑草が生

い茂り、農地・採草放牧地以外であることを１１月５日、佃委員、千葉委員と私で確認し

ておりますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

 

（ ｢なし｣ の声 ） 

 

ご異議なしと認め、内容番号４０号は適当と認めます。 

内容番号４１号。 

 

内容番号４１号についてご説明致します。参考資料は４６ページをご覧願います。願出

人及び所有者は○○の○○さん、土地の所在地は○○番○○、面積は○○㎡、願出理由は

土地地目変更登記のためで土地の利用状況につきましては確認委員さんよりお願い致しま

す。 

 

内容番号４１号につきましては只今事務局説明のとおりです。この土地は○○に面した

住宅街にあり○○さんの住宅を囲むような形で一面雑草に覆われ、相当前から畑としては

利用されておらず、農地・採草放牧地以外であることを１１月８日、大西委員、重清委員

と私で確認しておりますのでよろしくお願い致します。 

 

異議ありませんか。 

 

（ ｢なし｣ の声 ） 

 

ご異議なしと認め、内容番号４１号は適当と認めます。 

内容番号４２号。 

 

内容番号４２号についてご説明致します。参考資料は４７ページをご覧願います。願出

人及び所有者は○○の○○さん、土地の所在地は○○番○○、面積は○○㎡、願出理由は

土地地目変更登記のためで土地の利用状況につきましては確認委員さんよりお願い致しま

す。 

 

内容番号４２号につきましては只今事務局説明のとおりです。この土地は東側に○○、

西側に○○、南側には○○がある住宅街にあり区画整理がされており、一面雑草が生えて

いる状況で相当前から畑としては利用されておらず、農地・採草放牧地以外であることを

１１月８日、大西委員、重清委員と私で確認しておりますのでよろしくお願い致します。 

 

異議ありませんか。 

 

（ ｢なし｣ の声 ） 

 

ご異議なしと認め、内容番号４２号は適当と認めます。 

 議案第１２１号「現況証明願について」は申請どおり適当と認めることに決定を致しま

す。 

 

 暫時休憩致します。 

 

  

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮り致します。早急な審議を要する案件であることから美幌町農業委員会総会会議規

則第１２条第２項の規定によりお手元に配布しております議案１件を追加議案として日程

に追加し、審議を致したいと思いますがご異議ございませんか。 
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議  長 

 

 

 

 

総務担当主査 

 

 

 

 

１６ 番 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

   

  

（ ｢なし｣ の声 ）  

 

ご異議なしと認め、追加議案として審議することに決定を致します。 

追加日程第１、議案第１２２号「現況証明願について」を議題と致します。 

内容番号４３号。 

 

内容番号４３号についてご説明致します。参考資料は２ページをご覧願います。願出人

及び所有者は○○の○○さん、土地の所在地は○○番○○、面積は○○㎡、願出理由は土

地地目変更登記のためで土地の利用状況につきましては確認委員さんよりお願い致します

。 

 

内容番号４３号につきましては只今事務局の説明のとおりです。この土地は○○さんの

住宅跡地を囲む庭があった場所で相当以前から農地・採草放牧地以外であることを１１月

２２日、佃委員、小泉委員と私で確認しておりますのでよろしくお願いします。 

 

ご異議ありませんか。 

 

（ ｢なし｣ の声 ） 

 

ご異議なしと認め、内容番号４３号は適当と認めます。 

 議案第１２２号「現況証明願について」は申請どおり適当と認めることに決定を致しま

す。 

 

 

以上で全議案の審議を終了しました。 

  これをもちまして、第３２回美幌町農業委員会総会を閉会致します。 

 

 

                 （ブザー） 
   

 ご苦労様でした。 

 

                                                      閉会 午後２時５１分 


